
自
衛
隊
幹
部
の
靖
国
参
拝

新
聞
の
見
出
し

２
月
６
日

陸
自
幹
部
ら
の
靖
国
集
団
参
拝

新
た
な
『
英
霊
』
ま
つ
る
地
な

ら
し
。
戦
意
高
揚
の
一
翼
繰
り

返
さ
せ
な
い

２
月
１
４
日

靖
国
参
拝
に
「
実
施
計
画
」

陸
自
の
『
部
隊
参
拝
』
は
明
白

衆
院
予
算
委
で
通
達
違
反
を
追

及２
月
１
７
日

海
自
幹
部
ら
１
６
５
人
違
憲
の

靖
国
参
拝
。
昨
年
５
月
制
服
姿

毎
年
実
施
か

事
務
次
官
通
達

に
抵
触

２
月
２
０
日

海
自
練
習
艦
隊
の
靖
国
参
拝
を

海
上
幕
僚
長
が
認
め
る

２
月
２
６
日

海
自
集
団
参
拝
、
２
５
年
超
前

か
ら

侵
略
美
化
の
遊
就
館
も

『
廃
館
』
靖
国
神
社
社
報
に
掲

載

靖
国
神
社
と
は

靖
国
神
社
は
明
治
維
新
翌
年

の
１
８
６
９
年
、
新
政
府
軍
と

旧
幕
府
勢
力
が
戦
っ
た
戊
辰
戦

争
の
犠
牲
者
を
悼
む
た
め
に
東

京
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
現
在

で
は
日
清
、
日
露
、
第
二
次
世

界
大
戦
な
ど
の
戦
争
で
犠
牲
に

な
っ
た
軍
人
ら
約
２
４
７
万
人

が
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。
戦
前

は
陸
軍
省
と
海
軍
省
が
共
同
管

理
し
、
国
家
神
道
の
柱
に
な
り

ま
し
た
が
、
戦
後
は
国
家
神
道

の
廃
止
に
伴
い
、
靖
国
は
一
般

の
宗
教
法
人
に
な
り
ま
し
た
。

「
政
教
分
離
」
と

「
Ａ
級
戦
犯
の
合
祀
」

一
つ
目
は
憲

法
が
定
め
る

「
政
教
分
離
」

の
原
則
に
反

す
る
か
ど
う
か
で
す
。
憲
法
２

０
条
は
政
府
が
宗
教
活
動
に
関

与
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
ま

す
。
靖
国
神
社
と
い
う
一
宗
教

法
人
に
首
相
が
参
拝
す
る
こ
と

は
宗
教
活
動
に
当
た
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま

す
。憲

法
２
０
条
第
３
項
・
国
及

び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ

の
他
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も

し
て
は
な
ら
な
い
。

二
つ
目
の
論
点
と
は
、
Ａ
級

戦
犯
と
は
、
太
平
洋
戦
争
を
指

導
し
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判

（
東
京
裁
判
）
で
重
大
戦
争
犯

罪
人
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
人
の

こ
と
。
靖
国
神
社
は
７
８
年
、

Ａ
級
戦
犯
、
東
条
英
機
元
首
相

ら
１
４
人
を
ま
つ
り
ま
し
た
。

Ａ
級
戦
犯
を
合
祀
し
た
神
社

を
首
相
が
参
拝
す
る
の
は
「
侵

略
戦
争
を
正
当
化
す
る
」
と
、

中
国
や
韓
国
が
反
発
し
て
い
ま

す
。

宗
教
施
設
へ
の
「
部
隊
参
拝
」

を
禁
じ
た
１
９
７
４
年
の
防
衛

事
務
次
官
通
達
に
違
反
し
て
い

ま
す
。

戦
前
に
逆
戻
り

天
皇
制
政
府
と
軍
部
は
、
天
皇
へ

の
「
忠
義
」
を
尽
く
し
て
戦
死
し

「
靖
国
の
英
霊
」
に
な
る
こ
と
を
最

大
の
美
徳
と
し
て
宣
伝
。
靖
国
神
社

を
、
侵
略
戦
争
に
国
民
全
体
を
動
員

す
る
た
め
の
精
神
的
な
支
柱
と
し
て

持
ち
上
げ
ま
し
た
。

靖
国
神
社
は
戦
後
、
信
教
の
自
由

や
政
教
分
離
を
厳
格
に
定
め
た
日
本

国
憲
法
の
も
と
、
一
宗
教
法
人
と
な

り
ま
し
た
。

し
か
し
、
“
日
本
の
行
っ
た

戦
争
は
正
義
の
戦
争
だ
っ
た
”

と
す
る
特
異
な
戦
争
観
を
「
国

論
」
と
す
る
た
め
の
策
動
が
、

同
神
社
を
中
心
に
続
い
て
い
ま

す
。

「
軍
国
主
義
の
過
去
を
再
評
価

し
よ
う
と
す
る
動
き
の
象
徴
的

中
心
」
（
米
紙
）
な
ど
と
厳
し

い
批
判
が
起
き
て
い
ま
す
。

政
府
は
「
部
隊
参
拝
」
は
憲

法
、
通
達
の
違
反
を
認
め
ず
、

通
達
を
変
更
し
「
認
め
る
」
と

さ
え
国
会
で
回
答
し
て
い
ま
す
。

戦
争
さ
せ
な
い

憲
法
壊
す
な

沼
津
の
会
」
主
催

日
時
３
月
１
７
日
（日
）

１
３
時
３
０
分
～

会
場

沼
津
中
央
公
園

集
会
・ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ

○
敵
基
地
攻
撃
能
力
の
保
有
は
、

日
本
が
「戦
場
」への
道

○
９
条
改
憲
許
さ
な
い

○
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ハ
マ
ス
は
即
時

停
戦
し
、

双
方
の
国
民
の
命
を
奪

う
な

○
ロ
シ
ア
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
を
止
め

即
時
撤
退

雨
天
中
止

土
曜
日･

駅
頭

ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ

場
所
・Ｊ
Ｒ
沼
津
駅
南
口

井
上
靖
記
念
碑
前

時
間

１
３
時
３
０
分
～
１
４
時
１
５
分

毎
週
土
曜
日

プ
ラ
カ
ー
ド
を
持
っ
て
立
っ
て
も
、

腰

掛
け
て
も
参
加
出
来
ま
す
。

雨
天
中
止

あ
な
た
の
思
い
を

行
動
に
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ぬ
ま
づ
憲
法
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の
会

陸
自
幹
部
ら
も

靖
国
集
団
参
拝

日
本
を
戦
場
に
す
る
な



九
条
の
会
事
務
局
ア
ピ
ー
ル

２
０
２
４
年
１
月
２
６
日

第
２
１
３
通
常
国
会
が
始
ま

り
ま
し
た
。
昨
年
末
か
ら
派
閥

パ
ー
テ
ィ
券
に
絡
む
裏
金
問
題

を
機
と
し
た
自
民
党
の
腐
敗
が

次
々
と
明
る
み
に
出
て
、
ま
た

元
日
に
発
生
し
た
能
登
半
島
地

震
の
対
応
で
も
志
賀
原
発
事
故

の
重
大
性
の
隠
蔽
な
ど
岸
田
自

公
政
権
の
問
題
が
露
呈
し
て
い

ま
す
。
そ
の
中
で
開
か
れ
る
今

国
会
は
、
自
公
政
権
の
腐
敗
と

問
題
点
を
厳
し
く
追
及
す
る
国

会
と
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

元
日
の
年
頭
所
感
で
首
相
は
、

「
憲
法
改
正
」
を
「
重
要
課
題
」

と
し
、
１
月
４
日
の
記
者
会
見

で
は
、
自
民
党
総
裁
任
期
中
の

改
憲
実
現
の
思
い
に
変
わ
り
は

な
く
、
条
文
案
の
具
体
化
を
進

め
、
議
論
を
加
速
し
た
い
と
述

べ
ま
し
た
。

岸
田
政
権
に
入
っ
て
か
ら
、

未
曾
有
の
軍
拡
強
行
と
並
ん
で

改
憲
策
動
が
活
発
化
し
て
い
ま

す
。
２
０
１
６
年
の
市
民
と
立

憲
野
党
と
の
結
束
の
成
立
以
降
、

そ
の
実
働
を
許
し
て
こ
な
か
っ

た
憲
法
審
査
会
で
は
、
２
０
２

２
年
に
は
、
緊
急
時
の
「
オ
ン

ラ
イ
ン
国
会
」
開
催
と
憲
法
５

６
条
の
「
定
足
数
」
と
の
関
係

が
論
じ
ら
れ
、
改
憲
派
は
、
短

期
間
の
審
議
で
「
憲
法
解
釈
で

オ
ン
ラ
イ
ン
国
会
の
開
催
は
可

能
」
と
の
報
告
書
の
採
決
を
強

行
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

論
点
は
「
明
文
改
憲
」
に
必
ず

し
も
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
改
憲
派
は
、
２
０

２
３
年
に
は
、
「
緊
急
事
態
時

の
国
会
議
員
の
任
期
延
長
」
を

主
要
な
テ
ー
マ
に
押
し
出
し
て

き
ま
し
た
。
①
大
規
模
な
自
然

災
害
、
②
感
染
症
の
大
規
模
な

ま
ん
延
、
③
内
乱
等
の
社
会
秩

序
の
混
乱
、
④
外
部
か
ら
の
武

力
攻
撃
な
ど
の
場
合
で
、
選
挙

の
一
体
性
が
害
さ
れ
る
ほ
ど
に

衆
院
・
参
院
の
選
挙
の
実
施
が

困
難
な
時
に
、
国
会
議
員
の
任

期
を
延
長
す
る
と
い
う
も
の
で

す
。し

か
し
、
自
然
災
害
や
感
染

症
の
場
合
で
は
、
国
政
選
挙
が

全
国
一
斉
に
不
可
能
と
な
る
よ

う
な
状
況
は
想
定
さ
れ
ま
せ
ん
。

国
民
の
主
権
者
と
し
て
の
大

切
な
選
挙
権
行
使
を
先
送
り
し

て
、
現
職
議
員
と
政
権
の
「
居

座
り
」
を
許
す
理
由
も
あ
り
ま

せ
ん
。

「
緊
急
事
態
時
の
任
期
延
長
」

の
主
た
る
想
定
は
、
武
力
攻
撃

事
態
す
な
わ
ち
戦
時
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
憲
法
を
戦
時
対
応
の

も
の
に
改
変
す
る
９
条
否
定
の

企
み
で
す
。

ロ
シ
ア
に
よ
る
侵
略
を
受
け

戒
厳
令
を
発
し
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ

で
は
、
昨
年
秋
予
定
の
国
会
議

員
選
挙
が
、
戒
厳
令
解
除
後
ま

で
延
期
さ
れ
ま
し
た
。
憲
法
審

査
会
で
改
憲
派
の
議
員
た
ち
自

身
が
、
こ
れ
を
外
国
憲
法
の
例

と
し
て
持
ち
出
し
て
お
り
、

「
任
期
延
長
」
論
の
ね
ら
い
と

本
質
を
い
み
じ
く
も
示
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
を
許
せ
ば
、
緊
急

事
態
時
の
政
府
へ
の
権
力
集
中

や
９
条
改
憲
へ
と
行
き
着
く
こ

と
は
明
ら
か
で
す
。

い
ま
衆
議
院
の
憲
法
審
査
会

で
は
、
与
党
筆
頭
幹
事
の
中
谷

元
議
員
ら
が
、
緊
急
事
態
条
項

や
９
条
へ
の
自
衛
隊
の
明
記
に

つ
い
て
ほ
ぼ
合
意
が
あ
る
と
し

て
、
「
具
体
的
な
条
文
作
成
の

た
め
の
機
関
を
設
け
、
条
文
作

成
の
ス
テ
ー
ジ
に
入
る
」
こ
と

を
提
案
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
各
会
派
の
意
見
の

違
い
は
決
し
て
小
さ
く
な
く
、

改
憲
策
動
を
強
引
に
「
密
室
」

に
引
き
込
も
う
と
い
う
危
険
な

企
み
で
す
。
こ
う
し
た
企
み
を

許
さ
ず
、
憲
法
９
条
の
平
和
主

義
と
議
会
制
民
主
主
義
を
守
る

た
め
に
は
、
九
条
の
会
を
は
じ

め
と
し
た
国
会
外
の
声
が
、
立

憲
野
党
の
憲
法
審
査
会
で
の
頑

張
り
を
力
強
く
支
え
る
こ
と
に

も
な
り
、
是
非
と
も
必
要
で
す
。

そ
の
た
め
に
も
、
国
会
の
開

会
に
合
わ
せ
て
、
全
国
各
地
で
、

各
領
域
で
九
条
の
会
の
運
動
を

旺
盛
に
強
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

＊
杉
田
氏
の
賠
償
命
令
確
定

伊
藤
さ
ん
中
傷
に
「
い
い
ね
」

最
高
裁
棄
却
・
杉
田
議
員
の

上
告
退
け
る

伊
藤
詩
織
さ

ん
勝
訴

＊
旧
統
一
教
会
「
指
定
法
人
」

へ
文
化
省
通
知

文
部
科
学
省
は
、
解
散
命
令

請
求
さ
れ
た
宗
教
法
人
の
財
産

流
出
を
抑
止
す
る
た
め
に
制
定

さ
れ
た
特
例
法
に
基
づ
き
、
世

界
平
和
統
一
家
庭
連
合
（
旧
統

一
教
会
）
を
同
法
の
対
象
に
指

定
す
る
方
向
で
調
整
に
入
っ
た
。

関
係
者
に
よ
る
と
、
同
省
は
指

定
に
向
け
、
弁
明
を
求
め
る
通

知
書
を
教
団
に
送
付
。

＊
「
真
摯
に
受
け
止
め
る
」

起
訴
取
り
消
し
の
大
川
原
化

工
機
事
件
に
つ
い
て
、
緒
方
禎

己
警
視
総
監
は
２
７
日
、
東
京

都
議
会
で
「
真
摯
に
受
け
止
め

て
い
る
」
と
述
べ
た
。

軍
事
転
用
可
能
な
装
置
を
不

正
輸
出
し
た
と
し
て
「
大
川
原

化
工
機
の
大
川
原
正
明
社
長
ら

が
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
、
後
に
起

訴
が
取
り
消
さ
れ
た
。
但
し
、

謝
罪
は
し
て
い
な
い
。
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憲
法
審
査
会
で
の
改
憲
策
動

条
文
原
案
作
業
部
会
の

設
置
に
反
対
し
ま
す

ち
ょ
っ
と
良
い
ニ
ュ
ー
ス


